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資料１ 用語の定義 

 

No. 用語

1 既存耐震不適格建築物

2 特定既存耐震不適格建築物

3 防災拠点である建築物

4 避難路沿道建築物

5 特定天井

6 緊急輸送道路

7 耐震アドバイザー

8 住宅の耐震無料相談会

9 耐震性能検証

10 住宅の耐震普及ローラー作戦

11 旧耐震基準

12 耐震シェルター

13 新耐震基準

14 栃木県建築物耐震改修促進連絡
協議会

各市町の住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修等を推進するために設置し
た協議会

耐震改修促進法第５条第３項第一号に基づき、耐震改修促進計画で指定す
る大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上
必要な病院、官公署、災害応急対策に必要な施設等の建築物

旧耐震基準で建てられた住宅に直接訪問し、住宅の耐震化の必要性を啓発
するとともに助成制度を周知し申し込みを促す普及啓発活動

耐震補強の代替措置として、住宅の一部屋（寝室、介護居室等）に頑丈な
箱を設置することにより、無防備な就寝中に地震に襲われ住宅が倒壊して
も最低限、命だけは守り一時的に安全を確保するもの

昭和56(1981)年５月31日以前に着工した住宅・建築物に適用されていた耐
震基準

県民の耐震化に関する相談を受け、住宅の耐震化の必要性を啓発するとと
もに助成制度を周知し申し込みを促す普及啓発活動

耐震改修促進法第５条３項第二号に基づき、耐震改修促進計画で指定する
重要な避難路の沿道建築物であって、前面道路の中心線から当該建築物ま
での水平距離を超える高さの建築物(道路幅員が12m以下の場合は６mに道
路境界線から当該建築物までの水平距離を加えた距離を超える高さの建築
物)

昭和56(1981)年６月１日以降に着工した住宅・建築物に適用される基準

耐震診断や耐震改修等に関して技術的な知見を持つ建築士で知事の認定を
受けた者

新耐震基準導入以降の木造住宅を対象とした効率的な耐震診断方法

用語の定義

地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに
基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第３条第２項の
規定の適用を受けているもの

６m超の高さにある、面積200㎡超、１㎡当たりの質量が２kg超の吊り天井
で、人が日常的に利用する場所に設置されている天井

平成 7(1995)年の阪神淡路大震災を契機として地震防災対策特別措置法に
規定された緊急輸送を確保するため必要な道路

既存耐震不適格建築物のうち、ある一定の用途で一定以上の階数及び一定
以上の床面積の合計を有する建築物
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資料２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 
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資料３ 耐震改修促進法における規制対象一覧 

１ 多数の者が利用する建築物 

多数の者が利用する建築物とは下表の「特定既存耐震不適格建築物」のとおりで 

す。 

 

 
 

 

 

【Ｃ】

内、耐震診断が
義務付けられた建築物

小学校、中学校、中等教育学
校の前期課程若しくは特別支
援学校

階数２以上かつ1,000㎡以上
※屋内運動場の面積含む。

階数２以上かつ1,500㎡以上
※屋内運動場の面積含む。

階数２以上かつ3,000㎡以上
※屋内運動場の面積含む。

上記以外の学校 階数３以上かつ1,000㎡以上 ー ー

階数１以上かつ1,000㎡以上 階数１以上かつ2,000㎡以上 階数１以上かつ5,000㎡以上

ー ー

ー ー

ー ー

階数２以上かつ500㎡以上 階数２以上かつ750㎡以上 階数２以上かつ1,500㎡以上

ー ー

政令で定める数量以上の危険物を貯
蔵又は処理するすべての建築物

500㎡
階数１以上かつ5,000㎡以上
(敷地境界線から一定距離以内に存す
る建築物に限る。)

ー ー

耐震改修促進計画で指定する大規模
な地震が発生した場合においてその
利用を確保することが公益上必要な
病院、官公署、災害応急対策に必要
な施設等の建築物

耐震改修促進計画で指定する避難路
の沿道建築物であって、前面道路幅
員の1/2超の高さの建築物
(道路幅員が12m以下の場合は６m超)

左に同じ。

耐震改修促進計画で指定する重要な
避難路の沿道建築物であって、前面
道路幅員の1/2超の高さの建築物
(道路幅員が12m以下の場合は６m超)

【Ａ】

特定既存耐震不適格建築物

【Ｂ】

内、技術上の指針事項に関する指示
対象建築物

保健所、税務署その他これらに類する公
益上必要な建築物

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供す
る建築物

遊技場

集会場、公会堂

展示場

卸売市場

百貨店、マーケットその他の物品販売業
を営む店舗

ホテル、旅館

賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、
下宿

用途

学校

体育館(一般公共の用に供されるもの)

ボーリング場、スケート場、水泳場その
他これらに類する運動施設

防災拠点である建築物

避難路沿道建築物

階数３以上かつ1,000㎡以上

階数２以上かつ1,000㎡以上

階数３以上かつ1,000㎡以上

公衆浴場

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトク
ラブ、ダンスホールその他これらに類す
るもの

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他こ
れらに類するサービス業を営む店舗

工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途
に供する建築物を除く。)

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の
発着場を構成する建築物で旅客の乗降又
は待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の
停留又は駐車のための施設

事務所

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉
ホームその他これらに類するもの

老人福祉センター、児童厚生施設、身体
障害者福祉センターその他これらに類す
るもの

幼稚園、保育所

博物館、美術館、図書館

病院、診療所

劇場、観覧場、映画館、演芸場 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上

階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上

階数２以上かつ2,000㎡以上 階数２以上かつ5,000㎡以上

階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上

階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上
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２ 防災拠点である建築物 

防災拠点である建築物※は下表のとおりです。 

 建築物の名称 所在市町 
耐震診断結果の

報告先 

耐震診断結果の 

報告期限 

１ 足利市役所本庁舎 

足利市 足利市 

令和６年３月末 

２ 足利市役所教育庁舎 

３ 足利市役所別館 

４ 矢板市役所本庁舎 矢板市 
栃木県 

５ 那須烏山市役所烏山庁舎 那須烏山市 

※耐震改修促進法第５条第３項第一号の規定による建築物 

 

３ 避難路沿道建築物 

避難路の沿道建築物であって、前面道路の中心線から当該建築物までの水平距離を

超える高さの建築物 

また、道路幅員が12m以下の場合は、６mに道路境界線から当該建築物までの水平距

離を加えた高さを超える建築物 

避難路沿道建築物の一定以上の高さは下図のとおりです。 
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W : 前面道路幅員 
a : 道路境界線から当該建築物 

までの水平距離 

45° 

建築物 
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資料４ 栃木県地震減災行動計画（令和７(2025)年3月）（抜粋） 

本計画の地震被害の想定及び減災効果の項目において、「栃木県地震減災行動計画

（令和７(2025)年3月）」を引用しました。 
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資料５ 耐震改修に関する所有者アンケートの結果 

 住宅の耐震普及ローラー作戦及び耐震診断士派遣において実施した、耐震改修に関

する所有者アンケートの結果は以下のとおりです。 

対象期間 令和５年 ～ 令和６年 

１ 住宅の耐震普及ローラー作戦 総回答数：760人 

２ 耐震診断士派遣       総回答数：595人 

① ローラー作戦 年齢層 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－１ 耐震診断士派遣 

    行政に行ってほしいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－２ 耐震診断士派遣 

    耐震性が無い場合、耐震改修を行いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数

30代以前 8

40代 19

50代 38

60代 190

70代以上 505

人数

経済的な支援 375

耐震改修工事の事例紹介 89

信頼できる耐震改修事業者の紹介 65

耐震改修費用の事例紹介 18

耐震改修セミナーの開催 12

特にない 30

その他 6
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資料６ 緊急輸送道路ネットワーク計画図 

 耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づく路線として指定する第一次緊急輸送道

路及び第二次緊急輸送道路は以下のとおりです。※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和４(2022)年８月時点における状況です。 
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資料７ 栃木県建築物耐震改修促進懇談会等 

１ 栃木県建築物耐震改修促進懇談会 

本計画の策定に当たり、学識経験者等から専門的な意見を聴取するため、栃木県建

築物耐震改修促進懇談会を開催しました。 

 

栃木県建築物耐震改修促進懇談会委員  （敬称略） 

 

２ 栃木県建築物耐震改修促進連絡協議会 

本計画の策定に当たり、市町の意見を調整するため、栃木県建築物耐震改修促進連

絡協議会を開催しました。 

 

栃木県建築物耐震改修促進連絡協議会委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職 氏名 所属等 

会長 仁田 佳宏 足利大学 教授 

委員 入舩 尚己 株式会社総研 課長補佐 

委員 君島 広之 有限会社君島榮七建築設計事務所 代表取締役 

委員 佐藤 栄治 宇都宮大学 教授 

委員 本多 良政 小山工業高等専門学校 教授 

役職 役職

会長 栃木県　 県土整備部建築指導課 課長 那須烏山市 都市建設課 課長

副会長 宇都宮市 都市整備部建築指導課 課長 下野市 都市建設部整備課 課長

足利市 都市建設部建築・住宅政策課 課長 上三川町 建築課 課長

栃木市 都市建設部建築指導課 課長 益子町 産業建設部建設課 課長

佐野市 都市建設部建築指導課 課長 茂木町 建設課 課長

鹿沼市 都市建設部建築指導課 課長 市貝町 建設課 課長

日光市 建設部建築住宅課 課長 芳賀町 都市計画課 課長

小山市 都市整備部建築指導課 課長 壬生町 建設部都市計画課 課長

真岡市 建設部建設課 課長 野木町 産業建設部都市整備課 課長

大田原市 建設部建築住宅課 課長 塩谷町 建設水道課 課長

矢板市 建設部建設課 課長 高根沢町 都市整備課 課長

那須塩原市 建設部建築指導課 課長 那須町 ふるさと定住課 課長

さくら市 建設部都市整備課 課長 那珂川町 建設課 課長

所属・職名

委員

委員

所属・職名
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３ 栃木県建築物耐震改修促進ワーキンググループ 

本計画の策定に当たり、県庁各部局横断的事項の調整を行うため、栃木県建築物耐

震改修促進ワーキンググループを開催しました。 

 

栃木県建築物耐震改修促進ワーキンググループ構成課 

 

 

部名 課名
総合政策部 総合政策課

財政課
管財課
医療政策課
医薬・生活衛生課

産業労働観光部 工業振興課
監理課
技術管理課
道路保全課
建築営繕課
住宅課

危機管理防災局 危機管理課
施設課
学校安全課

警察本部 会計課

教育委員会事務局

県土整備部

経営管理部

保健福祉部
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